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1. はじめに 

住居を対象とした侵入犯罪は被害者が加害者と

遭遇しない場合であっても、侵入されるスペース

がきわめてプライベー卜な空間であるため、被害

者の受ける心理的なショックは大きい。警察白書

平成 23 年版の住居対象侵入犯罪の認知件数だけ

をみると、平成 15 年（40,348 件）を境とし平成

23年（22,027件）には確かに減少の兆しが窺える

ものの、未だ圧倒的に高い水準を維持しており、

身近な犯罪の一つである住宅対象侵入犯罪に対す

る対策は急務と考えられる。 

近年、 犯罪の発生には「潜在的犯罪者」、「ター

ゲット（犯罪被害者）」、「環境」の 3要素が不可欠

であると考えられ、建物や地域などの特定の物理

的要因が犯罪誘因となりやすいことが指摘されて

いる。そのため犯罪企図者に犯行機会を与えない

ための環境改善や防犯環境設計(CEPTED)の４つ

の原則（①対象物の強化 ②接近制御 ③自然監

視性の確保 ④領域性の確保）に沿った対策が日

本でも推奨されている。CEPTEDは身近な環境の

改善によって犯罪機会を抑止し、潜在的な犯罪者

に「犯行を行いにくい」と思わせる環境設計を目

的としている。しかし具体的にどのような環境が

犯罪の抑止要因として機能するかという実証的な

研究は少ない。 

例えば海外の研究では常習的な住居対象侵入犯 

が、侵入する住居の選択にあたり留意する点とし

て、①居住者の在宅に関する手がかり（郵便受け

の手紙や新聞の有無、自動車の有無、カーテンの

開閉の状態）②裕福さに関する手がかり（家の概

観、近隣、景観の質、使用車両の種類、外から見

える家具）③レイアウトに関する手がかり（家や

敷地内への近づきやすさや逃走のしやすさ）④防

犯に関する手がかり（警報装置、窓の施錠状態や

種類）があげられている（Nee & Taylor,1988）。し

かしこのような環境条件が犯罪者側の視点でどの

ように評価されるのかを明らかにした研究は僅少

である。また環境操作による犯罪抑止に注目する

あまり犯罪行為の主体である犯罪者研究が圧倒的

に不足し、 犯罪と関連すると考えられている環境

特性が必ずしも犯罪者の評価と一致するのかにつ

いても明らかにされていない。 

これまでの日本での住宅対象侵入犯罪に関する

研究の多くは防犯環境設計や都市計画などの分野

で行われてきたが、心理学的な分野での環境と犯

罪に関する実証的な研究は圧倒的に不足している。 

またどの分野においても犯罪者自身を対象とした

住宅や街路など環境評価、犯罪行為実態について

の研究は僅少である。 

実際の住居侵入盗の空間に伴う心理と行動特性
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を明らかにすることにより、これまで考えられて

きた環境条件の評価が防犯対策を実施する側と犯

罪者との間でどのような相違があるかを明らかに

し、犯罪者の視点に立った新たな着眼点から既存

の防犯対策の有効性の検証と、犯罪者の意思決定

に対してより影響を及ぼすことのできる防犯対策

を考えることが重要である。取り分け、住宅を対

象とした侵入盗のような機会犯罪に関しては、場

所に依存する犯罪事象と考えられることから、犯

罪が発生する環境特性を掘り下げて検討すること

が必要である。すなわち「何が犯罪発生のリスク

となるのか」、「どのような環境条件が犯罪を誘発

するのか」について明らかにすることで、犯罪予

防活動に伴う予測可能な効果が期待できるものと

考えられる。犯罪者がどのような環境条件を犯行

対象として選択するのかを明らかにすることでき

れば、具体的な対象物の強化となり、犯罪者がど

のような場所で犯行を行うのかを検討することで、

効果的な防犯対策や地域パトロールに繋がる。 

 

2. 目的 

環境によって犯罪が促進ないし抑止されること

を考えるなら、犯罪者が地域や住居をどのように

犯行対象として認知するか、あるいは認知する際

の手がかりに何を情報として用いるかなど、犯罪

者側の視点で検討し、犯意と行動に影響を与える

物理的要因を明らかにすることが必要不可欠であ

る。本研究では主に戸建て住宅を対象とした侵入

盗犯に対し住宅とその周辺の環境評価を行うこと

により、 犯罪者側の視点で犯行対象として適当ま

たは危険であると認知される住宅環境や物理的要

因を明らかにする。具体的には現在刑務所で受刑

中の住宅対象侵入盗犯に対し住宅と周辺の環境特

性評価の調査実験を行い、犯罪行動を最終的に遂

行するか中止するかの選択に影響を与える環境特

性を明らかにする。 

 研究１ 侵入盗犯による戸建て住宅地につ

いての環境特性評価 

 研究２ 犯行対象選択と犯罪行為実行まで

の過程の分析 

 研究３ 侵入盗犯と一般人の防犯性の評価

の比較 

の 3点に取り組む。これにより犯罪者の空間に伴

う心理・行動特性を明らかにし、特定種類の犯罪

がどのような過程で実行されるかという理解を

深めるための基礎を構築する。 

 

調査１ 侵入盗犯による戸建て住宅地について

の環境特性評価 

 住宅対象侵入盗の受刑者に住宅の写真や画像を

呈示し，環境特性評価を行わせる研究は海外では

複数みられるが（Nee & Taylor,1988;Macdonald & 

Gifford,1989;Logie,Wright & Decker,1992）日本で受

刑者を対象に行った研究はこれまでにない。 

戸建て住宅地の屋外空間における環境特性が侵

入盗犯の視点でどのように評価・認識されるかを

明らかにするため、家屋と外構を含めた住宅画像

を呈示し、防犯性に問題や弱点がある個所を選定

させる。 

調査２ 犯行対象選択と犯罪行為実行までの過

程の分析 

犯罪者の多くは、自己の知識や経験に基づいて

合理的な手段や方法で犯罪を行なうとする環境犯

罪学の視点や、常習者であるほど同一の犯罪手口

項目を選択する傾向があるとする犯罪者プロファ

イリングの視点を踏まえると、これらの「犯罪手

口」をはじめ犯行対象の選択に関する侵入盗犯の

行動パターンを知ることは、犯罪を抑止するため

の有効な着眼点を見出すうえで重要である。 

調査 2では侵入盗犯のこれまでの侵入犯罪の手

口や犯行対象選択と犯罪行為実行までのプロセス

について半構造化面接で聞き取りを行い、侵入や
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逃走に際してどのような行動を選択するのかの意

思決定過程を検討する。 

調査３ 侵入盗犯と一般人の防犯性の評価の比   

 較 

Taylor& Nee (1988) は，アイルランドで服役中

の 15人の常習侵入盗犯に対し，一般人が所有する

5 つの住居のスライドを見せる調査から，侵入盗

犯が住居所有者よりも，住居の防犯設備によく気

づくこと，現場からの逃走方法に関して高い関心

を示したことを報告している。 

本研究では調査 1で行った環境特性評価を一般

人にも同様の手法で行い、侵入盗犯と一般人での

比較を行う。侵入盗犯と一般人の環境評価に関連

する要因が異なるのかについて検討する。 

 

3. 方法 

調査対象者 

現在刑務所で受刑中の男性の侵入盗犯 14 名に

半構造化面接を実施した。うち 11名は中部地方の

A刑務所に服役中の受刑者である。その他 3名（調

査 2のみ参加）は東北地方の B刑務所の受刑者で

ある。上記対象者の年齢は 30代から 50代であっ

た。調査対象者は侵入窃盗犯罪の中でも財産犯の

みとしており、下着盗や性犯罪目的の侵入盗は対

象から除外した。 

なお調査内容や質問項目作成にあたっては収容

施設と協議のうえ，教示や実施の内容を定めた。

調査の実施は機関長の承認を得て、調査専門官の

協力のもとで行われた。調査対象者には研究の目

的を説明し、調査内容は施設内での処遇とは無関

係であり不利益を受けることはないことや、調査

内容によって個人が特定されないようプライバシ

ーを保護することを明示した。所要時間や回答上

の注意事項を説明し、各質問への回答は任意であ

ることを伝え承諾を得てから実施した。 

 

 

表１ 調査対象者の内訳 

対象者
収容
施設

年齢
犯行時の
就業状態

過去の侵入回数
（本人申告）

1 A 53 無職 20回 ○ ○
2 A 49 有職 200回 ○ ○
3 A 59 有職 100回 ○ ○
4 A 49 無職 2回 ○ ○
5 A 34 無職 50回 ○ ○
6 A 33 有職 1回 ○ ○
7 A 55 無職 55回 ○ ○
8 A 54 有職 30回 ○ ○
9 A 30 有職 10回 ○ ○
10 A 48 無職 20回 ○ ○
11 A 32 無職 10回 ○ ○
12 B 58 有職 2回 ○
13 B 32 有職 20回 ○
14 B 47 有職 ７～８回 ○

　調査内容
　調査１　２

 

 

調査内容 

研究１ 侵入盗犯による戸建て住宅地について

の環境特性評価 

刺激と方法：呈示する刺激に関して、まずは関

東から東北地方にかけて無作為に様々な戸建

住宅の撮影を行った。その後、撮影した戸建

住宅 250軒の中から、家屋と庭や駐車場など

の全体が写っているものを選定し、住宅の新

しさ、大きさ、デザインなど一般的と考えら

れる戸建て住宅を 20枚選定した。その写真を

もとに CG の住宅画像作成を業者に依頼し、

GG として作成可能な 5 軒の住宅をモデルと

した。各住宅画像は、庭や外構を包含するた

めに通りの向こうから見たように作成し、正

面玄関と両側面の窓や壁などが見えるように

デザインした。サイズは A4サイズとした。 

調査項目：上記の 5軒の住宅画像を刺激として

呈示し、各画像に対して「防犯性に弱点があ

ると思われる個所」の選定をさせた（1-1）。

また 5軒の住宅画像を「防犯上危険である又

は弱点があると思う」順に並べさせた（1-2）。 

画像の呈示の順序は各対象者で異なるよう

にした。 
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調査２ 犯行対象選択と犯罪行為実行までの過

程の分析 

調査項目：海外の過去の先行研究(Bennett & 

Wright,1984 ; Nee & Taylor,1988 ; Cromwell et 

al.,1991) を参考に以下の調査項目を作成し

た。 

① 侵入方法（侵入手口と侵入までの時間） 

② 移動手段と対象地までの距離 

③ ターゲットの選定の際に留意する点（居住   

者在宅の有無) 

④ 計画性（下見行動と土地勘の有無） 

⑤ 居住者状態について(裕福さの手がかり，  

住宅の新しさ、大きさ) 

⑥ 監視性に関する手がかり(家屋設計や防犯  

設備の有無) 

⑦ 近隣の秩序紊乱（路上のごみ・落書き・  

放置自転車） 

⑧ 庭や周辺環境の整備、維持管理状態（視線   

の通りにくい道路脇や樹木、植栽管理） 

⑨ 居住者との遭遇可能性や逮捕のリスク 

 上記項目についてどのように考えるかを受刑者

に半構造化面接で聞き取りをした。 

 

調査３ 侵入盗犯と一般人の防犯性の評価の比

較 

刺激と方法：調査１で行った戸建て住宅地につ

いての住宅環境評価を一般人にも同様の手続

きで行った。 

調査対象者：20歳～30歳学生 11名。戸建て持

家住宅に住んでいる学生を対象とした。 

 

4. 当初計画からの変更点 

呈示する住宅刺激について：当初計画では使用す

る刺激に関し、戸建住宅の写真撮影を行い、住所

や所有者が特定されないように画像を加工処理し

て、実在する住宅の写真を用いることとしていた。

しかし実施段階で、写真の呈示は受刑者の犯罪性

を助長しかねない可能性があることや、調査対象

者の出所後の再犯に繋がることがないよう考慮し

て、写真の画像をもとに CG の家屋図を作成する

こととした。 

環境特性評価の方法について：当初計画では受刑

者に各住宅画像について「侵入しやすい」あるい

は「ここでの犯罪行為は危険である」という犯罪

行為に対する認知的評価を行わせ、その認知を形

成させる環境条件や各家屋の物理的特徴について

環境特性評価を行うものであった。しかし「侵入

しやすい」という評価は犯罪行為の想起に繋がる

ことが危惧されたため、「防犯性に問題があると感

じる」もしくは「防犯性に優れている」という表

現が適当と考えられたため変更した。 

実施予定人数：調査対象の受刑者について統計分

析が可能な 30名以上を予定していたが、住宅を対

象とした侵入盗犯の入所者数が少なかったことと、

再犯可能性の低い者を慎重に選定して調査を行う

必要があったため、住宅刺激を用いる調査 1は 11

名、半構造化面接を中心とした調査 2は 14名と予

定段階よりも少ない人数となった。 

 

5. 結果 

研究１ 侵入盗犯による戸建て住宅地について

の環境特性評価 

 

1-1 各住宅画像における防犯上、弱点があると思

われる箇所の選定 

侵入盗犯が環境をどのように認知するのか、ど

のような物理的特性に注目するのかを検討するた

めに 5軒（家屋図①～⑤）の住宅画像の防犯上、

弱点と思われる個所の選定を行わせた。なお選定

は対象者本人が各画像に自由に印をつける形式と

した。 
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下記の住宅画像内のアルファベッドは対象者が

印をつけた箇所を文字にしたものである。 

 

画像① 

対象者１：なし 

対象者２：B（1階正面右窓）             

対象者３：なし 

対象者４：なし 

対象者５：D（2階右側面窓） 

対象者６：C（1階右側面窓） 

対象者７：B（1階正面右窓） 

対象者８：A（1階正面左窓） 

対象者９：なし 

対象者１０：A（1階正面左窓） 

対象者１１：C（1階右側面窓） 

 

 

家屋図② 

対象者１：A（1階正面左窓） 

対象者２：なし             

対象者３：A（1階正面左窓） 

対象者４：なし 

対象者５：なし 

対象者６：なし 

対象者７：なし 

対象者８：A（1階正面左窓） 

対象者９：B（玄関前の塀の裏） 

      C（裏口の通路） 

対象者１０：A（1階正面左窓） 

対象者１１：C（裏口の通路） 

 

 

画像③ 

対象者１：B（正面窓） 

対象者２：B（正面窓）             

対象者３：B（正面窓） 

対象者４：D（玄関前） 

対象者５：C（庭中央の植木） 

対象者６：B（正面窓） 

E（庭右奥の植木） 

対象者７：B（正面窓） 

対象者８：A（庭左手の植木） 

対象者９：A（庭左手の植木） 

      C（正面窓の前の植木） 

      E（庭右奥の植木） 

      F（左正面塀の裏） 

      G（右正面塀の裏） 

対象者１０：A（庭左手の植木） 

対象者１１：C（庭中央の植木） 

 

C 

B 
C 

B 

A 

D 

A 

B 
D 

C 
E 

A 

F 
G 



 

6 

 

画像④ 

対象者１：なし 

対象者２：なし            

対象者３：なし 

対象者４：B（左側面勝手口） 

対象者５：なし 

対象者６：なし 

対象者７：なし 

対象者８：A（正面玄関のガラス） 

対象者９：C（左側面奥の植木）  

対象者１０：B（左側面勝手口） 

対象者１１：B（左側面勝手口） 

 

 

 

 

画像⑤ 

対象者１：なし 

対象者２：A（1階左側面窓） 

     B（1階正面窓）            

対象者３：B（1階正面窓） 

対象者４：なし 

対象者５：なし 

対象者６：A（1階左側面窓） 

     B（1階正面窓） 

対象者７：なし 

対象者８：なし 

対象者９：C（右側面の植木）  

対象者１０：なし 

対象者１１：B（1階左側面窓） 

 

 上記の結果から各住宅画像について「弱点があ

ると思われる場所」の選択は受刑者間である程度

共通していたといえる。いずれの住宅画像におい

ても正面または側面の格子のない窓ガラスは防犯

性が弱いとして考えられやすかった。 

 

1-2 「防犯性に弱点がある住宅」の選定 

5 軒の住宅画像を総合的に見て防犯上危険であ

る又は、弱点があると思う順に並べさせた（表 2）。 

 

表 2 受刑者による住宅画像の印象評価 

1 2 3 4 5

低い 高い

1 ③ ② ⑤ ① ④
2 ③ ① ⑤ ② ④
3 ③ ② ⑤ ④ ①
4 ③ ④ ① ② ⑤
5 ① ③ ② ⑤ ④
6 ③ ① ⑤ ② ④
7 ③ ① ⑤ ② ④
8 ③ ① ② ④ ⑤
9 ③ ② ④ ⑤ ①
10 ③ ② ④ ① ⑤
11 ③ ② ① ④ ⑤

対
象
者
番
号

防犯性の
低さ

 

5軒の中で危険であると多く判断されたのは画

像③であった。その理由を以下に記載する。()内

の番号は対象者番号である。 

 「木の陰になっている。他は外構がないので

A 
B 

C 

A 
B C 
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ターゲットにならない。」(1) 

 「ガラス窓を割りやすい。簡単に侵入でき

る。」(2) 

 「雨戸や格子がないので窓を割って入りや

すい。」(3) 

 「木などがあって陰になっている。見えにく

い。」(4) 

 「格子がない。ガラスを割りやすい。格子を

壊すのは時間がかかる。」(6) 

 「裏だと正面から見えない。」(7) 

 「道路に面する壁が高い、見えにくい。木が

あって窓を割って入れば見えない。玄関のガ

ラスが割りやすい。」(8) 

 「植物が多く、壁が高い。見通しが悪い。」(9) 

 「死角がある。木があって見えない。」(10) 

 「陰になっている。暗い。見えにくい。」(11) 

などがあげられていた。 

画像①を 5枚の中で危険であると判断した者の

理由としては「車庫の上によじ登れる。」(5)であ

った。 

防犯性が高いと判断されたのは画像④⑤①の順

であった。 

 

上記２つの結果から庭の管理状態と外構が印象

評価に大きな影響を与えることが示された。侵入

盗犯は家屋周辺や庭の植栽の状態によって外から

の視認性の悪さを判断することがうかがえる。外

からの視認性の悪さは見つかりにくさに繋がり，

樹木や高さのある植栽は侵入した際の隠れやすい

場所として認知されやすいことが考えられる。 

画像③にみられるクローズド外構のような敷地

内が見えないつくりの塀は外部からの視線を遮断

するため、一度乗り越えてしまえば隠れやすい場

所となりすい。開放性のない門や塀の物理的障壁

は犯罪者にとっては侵入を遮る障壁ではなく、外

界の監視を遮断する要因になり犯行のしやすさと

なる可能性がある。 

また窓や玄関のガラスの割りやすさについての

関心の高さも示された。窓の脆弱性は侵入経路を

考える際に重要な要因となる。面接時に画像④の

格子部分について「窓の格子を壊してまで入ろう

とは思わない」と述べている者がいたことから、

窓格子や防犯シャッターは対象物の強化となる接

近性を制御するものとなることがうかがえる。 

 

調査２ 犯行対象選択と犯罪行為実行までの過

程の分析 

① 侵入方法（侵入手口と侵入までの時間） 

侵入するまでの時間において 2分以内は 8名、3

～5 分以内は 3 名、5～10 分以内は 2 名、10 分以

上は 1名となっており、半数以上は 5分以内で実

行されていた。主な侵入の際の手口としては 1階

部分の窓ガラスを壊して侵入したものが 11名、玄

関の鍵を壊して侵入したものが 1名、裏口の鍵を

壊して侵入したものが 1名、無施錠だった箇所か

らの侵入が 2名であった(複数回答あり)。 

 

② 移動手段と距離(表 3) 

徒歩と自転車での移動をしていた 2名以外は犯

行地点までの距離が自宅から５㎞以上と答えてい

る。移動手段が車である場合には、自宅から犯行

地点までの距離が広がりやすく、ターゲットとな

る地域も一か所にとどまらない傾向がみられた。 

 

表 3 自宅から侵入地までの移動手段と距離 

近所 ３㎞以内 3㎞～５㎞圏内 5㎞以上 合計

徒歩 1 0 0 0 1
車 0 0 0 9 9
電車 0 0 0 1 1
自転車 0 1 0 2 3

1 1 0 12 14

自宅から犯行地点
までの距離

移動手段

有効回答数
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③ ターゲットの選定の理由（居住者在宅の有無) 

犯行場所の選定理由として「通りがかり」は6

名、「何度か通った」3名、「知人」2名、「出かけ

ていた」2名となっていた。犯行の時間帯は「早

朝」0名、「９時～正午」 6名、「正午～夕方」2

名、「夕方」3名、「夜」 0名、「深夜」4名であ

った。この結果のみをみると一貫性がないが，日

中や夕方を選択していたものの共通点として住民

が留守の時間帯に、深夜を選択したものは住民の

就寝中の侵入であった。 

 居住者在宅の指標として考えられる照明の点灯

状態については「ついていない方を重視する」が

13名であった。このことから住民が不在もしくは

就寝中であることが重要な要因となっていた。 

④ 計画性（下見行動と土地勘の有無）（表４） 

下見行動については、犯行前に下見を行うもの

と行わないものは半数ずつとなっていた。下見と

土地勘の関係をみてみると土地勘がないと回答し

た 4名は下見をせずにターゲットを選択していた。 

 

表 4 下見行動と土地勘の関係 

 

雨宮ら(2009)の研究では下見をした財産犯は

16.5％で下見行動が行われる割合は低く、侵入す

るターゲットは犯行時に選んでいる傾向が高いこ

とを報告している。本調査の結果も類似する結果

となった。 

 

⑤ 居住状態について(裕福さの手がかり，住宅の

新しさ、大きさ) 

どのような住宅が魅力的であるのかについて質

問を行った。きれいな家がいいかについては、「そ

う思う」4名、「少しそう思う」2名、「どちらと

も言えない」2名、「あまり思わない」2名、「思

わない」4名であった。大きな家がいいかについて

は「そう思う」3名、「少しそう思う」1名、「ど

ちらとも言えない」1名、「あまり思わない」4名、

「思わない」5名であった。「大きすぎると物色に

時間がかかる」と述べているものがいたことから、

家屋内の間取りが認識できる範囲の大きさが重要

な要因となる可能性がある。新しさについては、

「新築がいい」2名、「築5～10年がいい」1名、「少

し古い方がいい」10名、「古い方がいい」1名であ

った。この理由として「新しい家ほど中のデザイ

ンが複雑で分かりにくい」という答えがあった。 

  

⑥ 監視性に関する手がかり（交番の距離，防犯

設備の有無) 

Cromwell et al (1991) の研究では警察のパトロ

ールの回数は犯罪者の侵入窃盗を行なうという意

思決定や侵入窃盗の成功率にほとんど影響がない

ことを示している。本研究の交番からの距離は遠

い方がよいという項目では「そう思う」8名，「ど

ちらともいえない」4名，「あまり思わない」1名，

「思わない」1名であった。防犯設備については「ど

ちらともいえない」1名をのぞいた13名が「ない方

がいい」と回答していた。また犬の存在について

も「どちらともいえない」2名以外の12名が「いな

い方がいい」と回答していた。このことから交番

からの距離よりも防犯設備や犬の存在のような居

住者に代わる直接的な要因の方が重要であり、こ

れらは犯行を思いとどまらせる可能性が高いこと

が示唆された。 

 

⑦ 近隣の秩序紊乱（路上のごみ、落書きや放置

自転車） 

環境と犯罪の関係性において重要な要因として

  

毎回した たいていした
ほとんどし
なかった

1度もしな
かった

合計

ある 4 2 1 3 10
なし 0 0 1 3 4

4 2 2 6 14

土地勘

有効回答計
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検討されるものに地域の荒廃がある。落書き、散

乱するゴミ、空き家、空き地や手入れのされてい

ない土地、維持管理がされていない家屋や財物、

乗り捨てられた車などの存在は、犯罪発生に繋が

りやすいとされてきた（Wilson & Kelling, 1982）。

これまでの日本の実際の犯罪発生においても地域

の荒廃度の高い地区やその認識が高い個人は被害

見聞や体験が多いという結果がある(辰野，1996；

小俣，1999)。上記の仮設でいえば侵入盗は荒廃し

た地域や近隣地区を対象として選択する可能性が

高いと考えられる。 

本研究の結果では、侵入する地区は空き缶やた

ばこがポイ捨てされていたり落書きが多い方がい

いに対し、「そう思う」1名、「どちらともいえな

い」3名、「あまり思わない」5名、「思わない」5

名となっていた。また近所の状態が清潔できれい

な場所がいいかについては、「そう思う」4名、「少

しそう思う」2名、「どちらとも言えない」2名、

「あまり思わない」2名、「思わない」4名であっ

た。従来の割れ窓理論を支持する結果は得られな

かった。Perkins et al(1993)の結果でも地域の荒

廃度が犯罪者にとって「その地域は魅力的ではな

い」というサインになる可能性を論じている。今

回の結果からも荒廃した地域や周辺環境が整って

いない地域は魅力的なターゲットとなりえない可

能性が示唆された。 

 

⑧ 庭や周辺環境の整備、維持管理状態（視線の

通りにくい道路脇や樹木、植栽管理） 

庭の手入れ状態について、「きれいに手入れさ

れている方がいい」7名、「あまりされていない方

がいい」3名、「ほとんどされていない方がいい」

3名、「荒れている方がいい」1名となっていた。

⑦と同様に今回の対象者の結果からは割れ窓理論

で指摘される荒れた環境は犯罪者が選定する地域

として示されず、清潔な地域や手入れの行き届い

た住宅は裕福さの手がかりとなることが推測され

た。 

 

⑨ 居住者との遭遇可能性や逮捕のリスク 

 侵入時に怪しまれる可能性が低いかを気にする

かについては「気にした」12名、「少し気にした」

1名、「まったく気にしなかった」2名であった。見

つかる可能性を気にするかは「気にした」11名、

「少し気にした」2名、「まったく気にしなかった」

2名であった。居住者との遭遇の可能性を気にする

は「気にした」13名、「少し気にした」1名であっ

た。上記のことから今回対象者のほとんどが侵入

の際に見つかる可能性や居住者との遭遇のリスク

を考えていたことが明らかとなった。 

 

調査３  

調査1と同様の手続きで男性の学生11名（20歳～

30歳）に画像の評価を実施した。いずれの学生も

戸建て持家住宅に住んでいるものを対象にした。 

 

表 5 学生による住宅画像の印象評価 

1 2 3 4 5
低い 高い

1 ③ ② ④ ① ⑤
2 ③ ② ⑤ ① ④
3 ④ ⑤ ③ ① ②
4 ④ ⑤ ① ② ③
5 ③ ⑤ ② ④ ①
6 ④ ⑤ ③ ① ②
7 ④ ② ① ⑤ ③
8 ⑤ ④ ① ③ ②
9 ⑤ ③ ④ ① ②
10 ⑤ ① ③ ② ④
11 ④ ⑤ ① ② ③

防犯性
の低さ

学
生
　
対
象
者
番
号

 

 

学生の間で防犯性の低い住宅として評価された

のは画像④(6名)、画像③(3名)、画像⑤(2名)とな

った。調査1-1での受刑者の評価は③10名とほぼ一
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貫しており、侵入盗犯と学生では評価が異なって

いた。また防犯性の高い住宅の評価は画像②(4名)、

画像③(3名)が多く選ばれていた。これについても

受刑者が選んだ画像④⑤とは異なる結果となった

(表5)。 

各画像の防犯性に弱点があると思う箇所につい

ても評価を行わせた。住宅画像内のアルファベッ

ドは調査1-1で受刑者が記述した箇所と対応して

いる。 

 

 

画像① 

学生１：なし 

学生２：E（車庫入り口）             

学生３：F（右側面塀の低い部分）  

学生４：なし 

学生５：F（右側面塀の低い部分） 

学生６：B（1階正面右窓） 

F（右側面塀の低い部分） 

学生７：F（右側面塀の低い部分） 

学生８：F（右側面塀の低い部分） 

学生９：なし 

学生１０：B（1階正面右窓） 

学生１１：B（1階正面右窓） 

C（1階右側面窓） 

F（右側面塀の低い部分） 

 

家屋図② 

学生１：C（裏口の通路） 

D（左奥塀） 

学生２：B（玄関前の塀の裏） 

D（左奥塀）          

学生３：D（左奥塀） 

学生４：なし 

学生５：C（裏口の通路） 

学生６：なし 

学生７：なし 

学生８：なし 

学生９：なし 

学生１０：E（正面塀入り口） 

学生１１：なし 

 

 

画像③ 

学生１：F（左正面塀の裏） 

     G（右正面塀の裏） 

学生２：A（庭左手の植木） 

     C（正面窓の前の植木） 

     F（左正面塀の裏） 

C 

B 
C 

B 

A 

D 

A 

B 
D 

C 
E 

A 

F 
G 

D 

E 
F 

H 

I 

E 
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     G（右正面塀の裏）            

学生３：C（正面窓の前の植木） 

学生４：なし 

学生５：C（庭中央の植木） 

学生６：H（敷地の入り口） 

学生７：なし 

学生８：I（庭右手の植木） 

学生９：B（正面窓） 

学生１０：A（庭左手の植木） 

学生１１：C（庭中央の植木） 

 

 

画像④ 

学生１：B（左側面勝手口） 

学生２：B（左側面勝手口）            

学生３：D（シャッター前） 

学生４：なし 

学生５：B（左側面勝手口） 

学生６：A（正面玄関のガラス） 

B（左側面勝手口）     

学生７：C（左側面奥の植木） 

学生８：なし 

学生９：なし  

学生１０：A（正面玄関のガラス） 

学生１１：B（左側面勝手口） 

 

 

 

 

画像⑤ 

学生１：なし 

学生２：A（1階左側面窓） 

学生３：B（1階正面窓） 

E（左正面生垣） 

学生４：なし 

学生５：F（右側面の裏口に通じる場所） 

学生６：なし 

学生７：なし 

学生８：B（1階正面窓） 

E（左正面生垣） 

学生９：なし  

学生１０：E（左正面生垣） 

学生１１：A（1階左側面窓） 

B（1階正面窓） 

 

 各画像の防犯性に弱点があると思われる箇所の

選定については侵入盗犯と同様の部分を指摘して

いる箇所も複数見られた。侵入盗犯と学生間で異

なったのは、侵入盗犯が死角となりそうな場所(塀

の裏、伸びきった植栽)を指摘していたのに対し、

学生が注目したのはどこから侵入されやすいかと

いうことであった。 

防犯性が高い住宅の評価についても、侵入盗犯

がオープン外構の住宅もしくは窓に格子がある住

宅を選択していたのに対し、学生はクローズド外

A 
B 

C 

A 
B 

C 

D 

D 

E 
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構を選択しているものが目立った。 

 

6．考察 

合理的選択理論では、機会犯罪の中でも財産犯

のような罪種において、犯罪者は自己の利益を考

え合理的な意思決定を行いながら犯行を遂行する

といわれている。とりわけ侵入盗犯の場合，報酬

よりもリスクの重要性を大きく見積もることが言

われており、逮捕のリスクを極力避ける傾向があ

ることが指摘されている(Bennett & Wright 1986)。 

都市防犯研究センター（1997）の空き巣狙いの

調査では半数以上の侵入窃盗の被疑者が下見をし

てから犯罪を実行していることを報告している。

また下見の際の目の付けどころについては、 

・居住者の不在 

・入りやすさや逃げやすさ 

・見通しのよさ 

・鍵の位置 

・飼い犬の存在 

・裕福さ 

があげられていた。 

本研究では下見をしたものは半数以下であった

が、大半のものが敷地への侵入のしやすさやにつ

いて侵入前に気にしていることが明らかとなった。

また窓の構造や防犯設備の有無などの物理的な特

徴にも関心を払っていた。このことから下見をせ

ず侵入時にターゲットを選ぶとしても、その直前

の手がかりとして侵入しやすい住居かどうかとい

う見積もりがなされているといえる。 

今回対象となった侵入盗犯が必ずしも日本の住

居対象侵入盗の代表となるとは言えないが，犯罪

実行に際して犯行の発覚や、居住者との遭遇は脅

威であり、犯行対象を決定する際には基本的には

低リスクを選択していることが示された。犯行に

よって得られる報酬の大きさよりも犯行遂行が成

功する可能性，容易さが重要な要因となっていた。 

 

まとめ 

これまで侵入盗に関する研究では、侵入盗犯が、

入念に事前計画を行ない、環境的手がかりを丹念

に検討するといった高度に合理的な意思決定を行

なっていることを示唆してきた。 

本調査で得られた結果からは、下見を繰り返す

などのあらかじめ入念な行動でなくとも、ターゲ

ットの選択にあたって他者に見つからない方法で

且つ侵入しやすい箇所の選定を行いながら行動し

ていることが示された。 

今後は警察機関やボランティア団体が行う予防

活動の支援を目指し、有効な情報提供を行うこと

についても検討する必要がある。犯罪の未然防止

に傾注すべき効果的な対策（施策）を提案する観

点に立つと、侵入盗犯罪の実態を把握することは

無論のこと、侵入盗がとる一連の行為全体を見据

えた基礎的資料を提供することは、その有望な方

向と考えられる。 
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